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○金沢大学附属病院治験業務の電子化に関する標準業務手順書 

 

第５条 電子資料の活用 

１～４ （略） 

５．審査委員会委員及びオブザーバーへの電子資料の提供について 

（１）審査委員会委員及びオブザーバーへの電子資料の提供は，権限設定によ

りアクセスが制限された電磁的記録利用システム及び管理者が貸与するセ

キュリティが保たれた端末を利用して行う。また，端末の設定は，「第６条 タ

ブレット端末の設定についての取り決め」に定める。 

（２）担当者は，審査委員会開催通知を送付する際に審査委員会委員に対し

電磁的記録利用システム内の審査委員会用電子資料保管場所を通知する。

また、審査委員会開催当日は，電子資料をタブレット端末に取り込み，審

査委員会委員及びオブザーバーへ配付する。 

（３）（略） 

６．電子資料の削除 

（１）担当者は，審査委員会終了後，「治験事務局フォルダ」、電磁的記録

利用システム及びタブレット端末に保管された審査委員会用電子資料を完

全に削除する。 

 

附 則 

この手順書は，西暦 2025年 3月 13日から施行する。 

○金沢大学附属病院治験業務の電子化に関する標準業務手順書 

 

第５条 電子資料の活用 

１～４ （略） 

５．審査委員会委員及びオブザーバーへの電子資料の提供について 

（１）審査委員会委員及びオブザーバーへの電子資料の提供は，及び管理者が

貸与するセキュリティが保たれた端末を利用して行う。また，端末の設定は，

「第６条 タブレット端末の設定についての取り決め」に定める。 

（２）担当者は，電子資料をタブレット端末に取り込み，審査委員会委員及 

びオブザーバーへ配付する。 

（３）（略） 

６．電子資料の削除 

（１）担当者は，審査委員会終了後，「治験事務局フォルダ」及びタブレッ

ト端末に保管された電子資料を完全に削除する。 

 

 

 


